
○ 認定登録機関では、あらかじめ記入していただいた登録申請書類の受付をしますが、その際、担当
者が丁寧にチェックし、記入漏れの書入れ、記入ミスの訂正、不要な個人情報のマスキング、添付証
明書類の確認などをさせていただきます。
〇 新規登録をお急ぎの皆様にとっては、その場で担当者に書き方などを相談しながら手続を進めるこ
とができますので、申請後に不備の事項に対応する面倒さがなくて、大変安心です。その上、登録の
ためのシステムへの打ち込みを当該事務所で行いますので、登録完了まで早く進みます。

〇 技能者登録料をあらかじめコンビニエンスストアの払込票でお支払いいただき、払込受領証を申請書
に貼り付けてください。
事業者登録料は、資本金によって額が異なりますので、申請後の審査が完了してから、運営主体の
建設業振興基金から請求書が届き、コンビニ・銀行・クレジット払いのいずれかでお支払いいただきます。
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新規登録が早くて安心の登録窓口（認定登録機関）が全国で稼働中です！

２ 登録窓口（認定登録機関）の開設箇所について

１ 登録窓口（認定登録機関）の役割について

○ 本年６月１日現在、全国で１７０箇所開設されています。
２０２０年度中に、計３００箇所を目指しています。
＜１７０箇所の状況＞
北海道(6)、宮城(1)、茨城(3)、栃木(3)、埼玉（33）、千葉(19)、東京(37)、神奈川(35)、山梨(1)、岐阜（1）、
京都(1)、鳥取(3)、香川（１）、徳島（6）、福岡（15）、熊本(1）、大分（2）、鹿児島(1)、沖縄(1) 

〇 建設業振興基金専用HPでお近くの箇所をご確認いただき、事前にお電話で予約の上ご来訪ください。
https://www.ccus.jp/attachments/show/5ed8a7ce-c424-44fb-98c5-071f6fabc59e

首都圏建設産業ユニオン本部
（東京都渋谷区）の登録窓口

○ 建設キャリアアップシステムについては、２０１９年４月の本運用開始以降、技能者登録も事業者登録
も 着実に増えて、本年５月末現在、技能者登録が２６万４千人、事業者登録が５万１千社に達しました。
〇 その登録手続を行う重要な機関の一つとして、申請書類の受付、審査、登録まで一貫して担う「認
定登録機関」が全国で稼働中です。全国建設労働組合総連合傘下の組合の本部・支部が運営してい
ます。ここでは、その役割等についてご紹介いたします。

https://www.ccus.jp/attachments/show/5ed8a7ce-c424-44fb-98c5-071f6fabc59e

